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平
成　

年
５
月
１
日
現
在
に

１８

実
施
さ
れ
た
学
校
教
育
基
本
調

査
に
よ
り
ま
す
と
、
高
校
進
学
率
が

埼
玉
県
内
で
、
下
か
ら
２
番
目
で
ご

ざ
い
ま
す
。
以
前
は
、
毎
年
最
下
位

で
あ
り
、
子
ど
も
達
の
将
来
を
、
大

変
危
惧
し
て
お
り
ま
す
。

　

つ
き
ま
し
て
は
、
高
校
進
学
率
の

向
上
に
つ
い
て
、
市
の
教
育
委
員
会

の
お
考
え
を
お
聞
か
せ
く
だ
さ
い
。

　

平
成　

年　

月
１
日
に
お
け

１７

１０

る
中
学
校
卒
業
予
定
者
の
進
路

希
望
状
況
調
査
に
よ
り
ま
す
と
、
埼

玉
県
全
体
で
は　

・
０
％
で
あ
り
、

９８

八
潮
市
は　

・
３
％
で
ご
ざ
い
ま
し

９５

た
。

　

八
潮
市
教
育
委
員
会
と
い
た
し
ま

し
て
は
、
次
代
を
担
う
人
づ
く
り
の

た
め
、
学
校
教
育
エ
イ
ト
プ
ラ
ン
の

着
実
な
実
施
に
努
め
、
生
き
る
力
の

土
台
と
な
る
「
確
か
な
学
力
」
を
育

む
た
め
に
、
児
童
・
生
徒
一
人
一
人

に
対
し
て
基
礎
・
基
本
を
重
視
し
た

き
め
細
や
か
な
教
育
の
実
践
を
一
層

推
進
し
て
い
き
た
い
と
考
え
て
お
り

ま
す
。

一般質問から

　

今
年
４
月　

日
実
施
の
全
国

２４

一
斉
学
力
テ
ス
ト
に
は
重
大
な

問
題
が
あ
り
ま
す
。
小
６
、
中
３
を

対
象
に
国
語
、
算
数
・
数
学
の
２
教

科
を
文
科
省
が
市
教
委
の
協
力
を
得

て
行
わ
れ
る
も
の
で
す
。
テ
ス
ト
用

紙
に
は
、
学
校
名
、
男
女
、
組
、
出

席
番
号
、
名
前
、
さ
ら
に
質
問
項
目

と
し
て
「
家
の
人
に
大
切
に
さ
れ
て

い
る
か
」「
家
に
本
が
何
冊
あ
る 

か
」
な
ど
個
人
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
に

踏
み
込
む
も
の
が
あ
り
、
文
科
省
に

こ
の
よ
う
な
個
人
情
報
を
収
集
管
理

保
管
す
る
必
要
、
権
限
が
あ
る
の 

か
。
し
か
も
調
査
結
果
を
民
間
業
者

に
収
集
さ
せ
る
こ
と
も
問
題
で
す
。

テ
ス
ト
前
に
、
個
人
情
報
保
護
法
と

の
関
係
で
保
護
者
へ
の
説
明
、
同
意

が
必
要
で
は
な
い
か
。

　

保
護
者
へ
の
説
明
、
同
意
に

つ
き
ま
し
て
は
、
文
部
科
学
省

で
は
本
調
査
の
実
施
に
あ
た
り
、
ホ

ー
ム
ペ
ー
ジ
に
よ
る
調
査
内
容
の
公

開
、
児
童
生
徒
及
び
保
護
者
へ
の
周

知
の
た
め
の
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
の
配
布

等
を
実
施
し
て
い
ま
す
。
各
学
校
に

お
い
て
は
、
保
護
者
会
等
で
調
査
の

趣
旨
方
法
等
に
つ
い
て
周
知
を
図
っ

て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

　

こ
の
制
度
は
、
刑
事
事
件
の

国
民
参
加
制
度
で
、
裁
判
官
３

人
と
国
民
か
ら
選
ば
れ
た
裁
判
員
６

人
が
一
緒
に
な
っ
て
犯
罪
を
裁
く
も

の
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
制
度
に
つ
い

て
、
本
市
の
お
考
え
を
お
聞
き
し
ま

す
。　

本
市
に
お
き
ま
し
て
も
、
平

成　

年　

月　

日
に
八
潮
メ
セ

１８

１０

１９

ナ
に
お
い
て
、
裁
判
員
制
度
の
説
明

会
を
行
い
ま
し
た
。
ま
た
、
広
報
や

し
お
に
特
集
を
組
ん
だ
り
、
平
成　
１９

年
３
月
４
日
に
八
幡
公
民
館
に
お
い

て
、
裁
判
員
制
度
の
講
習
会
を
開
催

し
た
り
と
、
市
民
に
裁
判
員
制
度
の

周
知
を
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

　

今
後
も
、
市
と
い
た
し
ま
し
て 

は
、
さ
い
た
ま
地
方
裁
判
所
や
国
と

連
携
し
な
が
ら
、
裁
判
員
制
度
に
つ

い
て
市
民
に
理
解
を
し
て
い
た
だ
け

る
よ
う
、
広
報
活
動
を
し
て
い
き
た

い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

　

全
国
で
公
共
工
事
の
談
合
事

件
が
相
次
ぎ
、
国
も
防
止
策
と

し
て
「
全
て
の
自
治
体
で
一
般
競
争

入
札
を
導
入
す
る
」
と
の
こ
と
だ 

が
、
八
潮
市
に
お
い
て
も
参
加
希
望

型
入
札
・
受
注
希
望
型
入
札
・
総
合

評
価
方
式
等
を
取
り
入
れ
て
生
じ
る

入
札
差
金
を
さ
ら
な
る
イ
ン
フ
ラ
整

備
費
や
教
育
・
福
祉
費
等
に
投
資
が

可
能
に
な
る
。
さ
ら
に
は
差
金
の
何

割
か
は
市
内
業
者
に
特
定
し
た
発
注

を
す
れ
ば
市
内
業
者
の
活
性
化
に
繋

が
り
雇
用
も
生
ま
れ
る
。
こ
の
事
か

ら
早
急
に
実
施
を
す
べ
き
と
考
え
る

が
見
解
を
。

　

現
在
、
八
潮
市
で
は
「
制
限

付
き
一
般
競
争
入
札
」
と
「
指

名
競
争
入
札
」
を
採
用
し
て
い
ま
す

が
、
今
後
、
埼
玉
県
と
県
内　

市
町

３０

で
共
同
運
営
す
る
「
埼
玉
県
電
子
入

札
共
同
シ
ス
テ
ム
」
に
参
加
し
、
平

成　

年
度
以
降
を
目
途
に
電
子
入
札

１９
の
本
格
実
施
に
向
け
取
り
組
ん
で
い

ま
す
。

　

今
後
、
国
や
県
の
方
針
を
検
討
し

現
在
進
め
て
い
る
電
子
入
札
制
度
導

入
と
併
せ
調
査
・
研
究
し
て
ま
い
り

た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

QA

Q

A

QA

Q

A

　

選
挙
開
票
時
に
、
開
票
作
業

を
工
夫
し
短
時
間
で
開
票
作
業

を
終
了
、
費
用
の
削
減
や
作
業
の
効

率
化
を
す
る
取
り
組
み
が
は
じ
ま
っ

て
い
ま
す
。
本
市
で
も
職
員
の
意
識

改
革
の
手
法
の
一
つ
と
し
て
実
施
す

る
考
え
は
。

　

開
票
事
務
の
効
率
化
「
コ
ン

マ
１
秒
」
運
動
は
北
川
前
三
重

県
知
事
が
提
唱
し
て
い
る
数
値
目
標

を
設
定
し
た
運
動
で
す
。
選
挙
管
理

委
員
会
と
し
て
も
、
予
定
さ
れ
て
い

る
選
挙
の
開
票
事
務
に
つ
き
ま
し
て

は
、
開
票
作
業
の
改
善
を
積
極
的
に

推
進
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
と
認
識

し
て
い
ま
す
。

　

今
後
も
、
現
在
先
進
自
治
体
が
取

り
組
ん
で
い
る
開
票
事
務
の
迅
速
化

に
向
け
た
事
例
集
を
参
考
と
し
て
、

開
票
事
務
の
更
な
る
効
率
化
を
図
る

と
と
も
に
、
開
票
結
果
の
正
確
性
を

確
保
し
な
が
ら
、
開
票
作
業
を
短
縮

す
る
迅
速
性
へ
の
取
り
組
み
に
つ
い

て
可
能
な
限
り
対
応
し
て
ま
い
り
た

い
と
考
え
て
い
ま
す
。

QA

朝
田　

和
宏

吉
田　

準
一

池
谷　

和
代

０
・
１
秒
の
改
革
に
つ
い
て

裁
判
員
制
度
に
つ
い
て

全
国
学
力
テ
ス
ト
に
つ
い
て

高
校
進
学
率
の
向
上
に
つ
い
て

入
札
制
度
改
革
に
つ
い
て

大
山　

安
司

大
久
保　

龍
雄

　

市
街
化
区
域
内
の
農
地
（
宅

地
化
農
地
）
保
全
に
あ
っ
て 

は
、
農
政
の
み
な
ら
ず
都
市
計
画
や

税
担
当
な
ど
横
断
的
部
署
で
の
検
討

が
必
要
と
考
え
ま
す
が
、
ど
の
よ
う

な
対
応
を
さ
れ
て
い
ま
す
か
。

　

市
街
化
区
域
内
農
地
は
、
災

害
時
の
避
難
場
所
や
延
焼
防
止

な
ど
の
防
災
空
間
と
し
て
、
さ
ら 

に
、
市
民
の
憩
い
の
場
、
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
の
場
な
ど
の
緑
地
空
間
と
し
て

重
要
な
機
能
を
持
っ
て
い
ま
す
。
ま

た
、
現
在
、
市
街
化
区
域
内
の
農
地

を
活
用
し
、
積
極
的
に
農
業
経
営
に

取
り
組
ん
で
い
る
農
業
者
も
お
り
ま

す
。

　

こ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
、
都
市
に

お
け
る
新
た
な
農
地
の
保
全
・
活
用

方
法
な
ど
に
つ
い
て
、
農
政
に
限
ら

ず
都
市
計
画
、
税
制
担
当
と
、
先
進

的
な
都
市
農
業
を
展
開
し
て
い
る
都

内
農
業
及
び
他
市
の
事
例
な
ど
調 

査
・
研
究
し
て
参
り
た
い
と
考
え
て

い
ま
す
。

QA
農
地
保
全
策
に
つ
い
て

鹿
野　

泰
司

8 Title:やしお議会44号P4-7.ec6 Page:6  Date: 2007/04/23 Mon 18:49:30


